
６カ月児健康診査

▼ 8 月 7 日（水）12:45、13:15

　平成 25 年 1 月生まれの乳児

▼ 9 月 4 日（水）12:45、13:15

　平成 25 年 2 月生まれの乳児

１歳６カ月児健康診査

▼ 8 月 8 日（木）12:50、13:15、13:40

　平成 24 年 1 月生まれの幼児

▼ 9 月 5 日（木）12:50、13:15、13:40

　平成 24 年 2 月生まれの幼児

３歳児健康診査

▼ 8 月 22 日（木）12:50、13:15、13:40

　平成 22 年 7 月生まれの幼児

▼ 9 月 26 日（木）12:50、13:15、13:40

　平成 22 年 8 月生まれの幼児

保健相談センターへ

　　　　お越しください

催し物名 と　き 対　象 問い合わせ先

妊産婦・乳幼児

健康相談
8月 20 日（火）

9:30 ～ 12:00
（受付 9:30 ～
10:30）

妊産婦・
乳幼児と
保 護 者

子育て健康推進課
☎ 47-1042
※母子健康手帳を持参

離乳食講習会

8月 20 日（火）

10:00 ～ 11:00

５カ月～
８カ月児
と保護者 子育て健康推進課

☎ 47-1042

※母子健康手帳を持参

9 月 10 日（火）
９カ月～
１歳６カ月児
と保護者

カウンセリング 8月 27 日（火）14:00 ～ 16:00 市　民
子育て健康推進課
☎ 47-1043
※予約制

今月のげんきちゃん

山口 遙
はるか

ちゃん（H24.11.6 生）と

お母さんの倫子さん（外江町）

　日本脳炎の予防接種後に重い病気になった事例を

きっかけに、平成１７年度から２１年度まで、日本

脳炎の予防接種の案内を行いませんでした。

　その後、新たなワクチンが開発され、現在は日本

脳炎の予防接種を受けられるようになっています。

このため、平成７年度から１８年度に生まれた人は、

日本脳炎の予防接種を受ける機会を逃していること

があります。

　現在、経過措置として平成７年４月２日から平成

１９年４月１日生まれの人は、２０歳になるまで、

いつでも日本脳炎の定期予防接種を受けることがで

きます。当該年齢のお子さまのおられる保護者は、

母子健康手帳を確認してください。接種回数（１期

３回、２期１回）が不足している場合は、夏季休暇

の今の時期に、接種を受けるようにしましょう。

　なお、予診票を持っておられない場合は、子育て

健康推進課窓口でお渡しします（母子健康手帳が必

要です）。

▼問い合わせ先

　子育て健康推進課（☎４７－１０４１）

保健師の

ちょっと一言

日本脳炎の予防接種を受けていますか

保健だより保健だより保健だより保健だより
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